
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、当社およびグループ会社について、重要な事実や決算情報等を把握管理するとともに、諸法令や
証券取引所の定める規定に則った適時適正な開示に努めています。
適時開示に係る社内体制としては以下のとおりです。
・適時開示に関与する複数の部門において、グループ全体の開示事由の掌握と開示必要性を検討する
・当該部門は、開示書類の作成、検討、提出手続きの管理を行う
・当該部門は、開示に関する正確な知識の取得のために諸法令等の改正動向の把握と組織的共有に努める

【参考資料：模式図】
　（業務執行、監視と内部統制の仕組み）

【参考資料：適時開示体制の模式図】

＜適時開示に関与する複数の部門＞

(注)適時開示関連部門について
適時開示関連部門は、管理本部、営業本部ならびに人事総務部(事務局)
(当該情報に関係する部長・部門長・副部長・課長)となります。
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